
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年９月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１２月２８日 ０９時２８分ごろ 

発生場所 東京湾海ほたる（木更津人工島）北西方沖 

 東京湾アクアライン海ほたる西方灯標から真方位２５１°３５０ｍ

付近 

 （概位 北緯３５°２８.１′ 東経１３９°５１.８′） 

事故の概要  液化ガスばら積船第八徳誉
と く よ

丸は、北東進中、また、遊漁船第二林
はやし

丸は、南東進中、両船が衝突した。 

 第二林丸は、釣り客１人が負傷し、左舷船首部ガンネルの破損等を

生じ、また、第八徳誉丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和５年１月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 液化ガスばら積船 第八徳誉丸、７４９トン 

   １４３８９３、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機 

   構、増永海運株式会社 

   ６７.４２ｍ×１１.５０ｍ×４.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,３２３kＷ、令和２年６月 

Ｂ 遊漁船 第二林丸、１.１トン 

   ＣＢ３－５８８８８（漁船登録番号）、個人所有 

   ７.４３ｍ（Lr）×１.７７ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、５８.８kＷ、平成元年１２月 

   第２３２－４７０５４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４３歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２２年８月１１日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和２年９月２日 

    免状有効期間満了日 令和７年９月１日 

Ｂ 船長Ｂ ２１歳 

   二級小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 令和元年９月１３日 

    免許証交付日 令和３年２月２日 
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           （令和８年２月１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（釣り客） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部ガンネルに破損、船首部ハンドレールに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：波向 北北東、波高 約０.４ｍ、潮汐 高潮時 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、積荷役の目的で、令和４年 

１２月２８日０６時２５分ごろ千葉県千葉港千葉第４区に向けて神奈

川県三浦市三崎港を出港した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ船は、出港操船から引き続き、船長Ａが単独での船橋当直につ

き、０７時５４分ごろ浦賀水道航路に入航し、途中、東京湾海上交通

センターから、前路を先行する貨物船（総トン数４９９トン、以下

「Ｃ船」という。）の目的地が千葉県船橋
ふなばし

市（千葉港葛南区）である

との情報提供をＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」という。）で受け

た。 

 船長Ａは、中ノ瀬航路に入航してＡ船を北北東進させ、増速して先

行するＣ船を追い越し、０８時５６分ごろ中ノ瀬航路を出て、約  

０４９°（真方位、以下同じ。）の針路及び約１１.０～１１.５ノッ

ト（kn）の速力で海ほたる南西方沖を北東進した。 

 船長Ａは、後続するＣ船の後方に、タグボート２隻を先導させ、約

１２kn の速力で北東進する巨大船＊1が続いており、そのタグボートの

１隻（以下「先導船」という。）から右寄りに航行するようＶＨＦで

要請を受け、海ほたるに至る海域をできる限り右に寄せて約１０.３

～１０.５kn の速力で航行を続けた。 

 船長Ａは、右舷船首方の海ほたるが徐々に近くなり、約１.５海里

（Ｍ）前方の東京湾アクアライン海ほたる西方灯標（以下「本件灯

標」という。）の北側に、漂泊して釣りを行っている遊漁船（以下

「Ｄ船」という。）を認めた。 

                             
＊1  「巨大船」とは、海上交通安全法（昭和４７年法律第１１５号）において、長さ２００ｍ以上の船舶をいう。 

図１ Ａ船の一般配置図（抜粋） 

左舷側の 
損傷位置 

操舵室 
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 船長Ａは、０９時２０分ごろ後方のＣ船が急に右回頭を始めたこと

に気付き、目的地と異なる場所での回頭が気になって操舵室から右舷

ウイングに出てＣ船の動向を確認し、巨大船の後方に回り込んでいる

と思い、操舵室内に戻った。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長Ａは、Ｄ船との距離を離そうと左舵を取って０４５°に針路を

定め、レーダーでＤ船との最接近距離が約１６０ｍであることを確認

した後、再び右舷ウイングに出て、Ｄ船との距離やＡ船の航走波によ

るＤ船の船体動揺の状況を確認した。 

 Ａ船は、０９時２９分ごろ本件灯標及びＤ船を右舷に見て通過した

後、千葉港千葉第４区の姉ヶ崎方面に向けて右転し、入港待機ののち

１１時００分ごろ企業専用桟橋に着桟した。 

 船長Ａは、積荷役を行っていたところ、海上保安官の訪船を受け、

同官と共にＡ船の左舷船首部外板の衝突痕を確認し、他船と衝突した

ことを知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、０７時００

分ごろ千葉県市川市江戸川沿いの係留地を出航し、東京湾風の塔（川

崎人工島）付近で漂泊して遊漁を行ったのち、０９時２０分ごろ海ほ

たる南方沖の釣り場に向けて移動を開始した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが操舵スタンド船尾側の椅子に腰を掛けて操船に当

たり、操舵スタンド船首側に設置した座席に釣り客２人が船首方を向

いて、船首部デッキに釣り客１人（以下「釣り客Ｂ」という。）が船

尾方を向いて、それぞれ腰を掛けていた。（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

操舵室 

右舷ウイング 

操舵位置 

図２ Ａ船の船橋甲板 

図３ 乗船者の配置（Ｂ船） 

デッキ 

操舵スタンド ハンドレール 

船長Ｂ 

釣り客 

ハンドレール 

釣り客Ｂ 
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 船長Ｂは、海ほたる北西方沖を海ほたるの少し南側に船首を向けて

約１８kn の速力でＢ船を南東進させ、途中、北北東方からの波を左舷

側に受ける状況であったので約１５knに減速した。 

 船長Ｂは、風の塔付近での遊漁中から小用を催していたので、前路

及び周囲を確認してＢ船と衝突の危険がある他船はいないと思い、約

１０kn に減速したのち操舵スタンドを離れ、左舷船尾部のハンドレー

ルにつかまりながら左舷側を向いて小用を足し始めた。 

 船長Ｂは、小用を足しながら船首方を見ると、約３０～４０ｍの距

離にＡ船の船首部が見え、慌てて操舵スタンドのスロットルレバーに

手を伸ばしたのでつまずいて
．．．．．

しまい、咄嗟
と っ さ

に緊急エンジン停止スイッ

チを引いて船外機を停止させた後、起き上がって舵を右に取ったもの

の、０９時２８分ごろＢ船が右転を始めた直後にその左舷船首部がＡ

船の左舷船首部外板に衝突した。 

 船長Ｂは、釣り客Ｂが負傷していること、及び船体の損傷状況を確

認した後、所属する遊漁船事業者（以下「Ｂ社」という。）に連絡し

て帰航を開始し、Ｂ社が救急車を手配した。 

 釣り客Ｂは、Ｂ船の係留地から救急車で病院に搬送され、頭部及び

左大腿部打撲と診断された。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、本事故当時、一方のレーダーを１.５Ｍレンジのヘッド 

アップ表示で、もう一方のレーダーを３Ｍレンジのノースアップ表示

で作動させていた。 

 船長Ａは、本事故当時、Ｃ船の動向やＤ船との距離に意識を向けて

おり、時折レーダーを確認していたが、１.５Ｍレンジのレーダーで

はＤ船との距離を、３ＭレンジのレーダーではＣ船や巨大船との位置

関係やその動向をそれぞれ確認していたので、Ｂ船の映像に気付かな

かった。 

 船長Ｂは、令和２年４月からＢ社に雇用され、遊漁船業務主任者講

習を修了後、令和３年２月頃から船長として、主にＢ船に乗り組むよ

うになり、週に３～４日遊漁船業に従事していた。 

 船長Ｂは、操舵スタンドを離れる前に前路及び周囲を確認し、複数

の船舶を認めたものの、他船との間に距離があったので、Ａ船を衝突

の危険がある船舶と認識しなかったのではないかと本事故後に思っ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、海ほたる南西方沖を北東進中、船長Ａが、後方で右旋回を

始めたＣ船の動向及び前方で漂泊するＤ船との距離に意識を向けて航
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行を続けたことから、左舷船首方から接近するＢ船に気付かず、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、Ｃ船の目的地が東京湾奥の船橋市であるとの情報提供を

受けていたことから、急に右回頭を始めたＣ船の動向に、また、後続

する巨大船の先導船から右寄りに航行するよう要請を受け、できる限

り右に寄せて航行していたことから、前方で漂泊するＤ船との距離に

それぞれ意識を向けていたものと考えられる。 

 Ｂ船は、海ほたる北西方沖を南東進中、船長Ｂが、操舵スタンドを

離れ、左舷船尾部で左舷側を向いて小用を足しながら航行を続けたこ

とから、至近となるまでＡ船に気付かず、船外機を停止させ右舵を 

取ったものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、操舵スタンドを離れる前に前路及び周囲を確認し、複数

の船舶を認めたものの、他船との間に距離があると思ったことから、

Ａ船を衝突の危険がある船舶と認識しなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、海ほたるの南西方沖から北西方沖において、Ａ船が北東

進中、Ｂ船が南東進中、船長Ａが、後方で右旋回を始めたＣ船の動向

及び前方で漂泊するＤ船との距離に意識を向けて航行を続けたため、

左舷船首方から接近するＢ船に気付かず、また、船長Ｂが、操舵スタ

ンドを離れ、左舷船尾部で左舷側を向いて航行を続けたため、至近と

なるまでＡ船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船橋当直者は、特定の対象のみに意識を向けず、常時、周囲の見

張りを適切に行うこと。また、東京湾等の船舶が輻輳
ふくそう

する海域に

おいては、当直者を増員し、見張りを強化することが望ましい。 

 ・小型船舶の船長は、航行中、操船に集中し、常時周囲の適切な見

張りを行うこと。また、小用を催すなど操船に支障のある事態が

航行中に生じないよう、出航前に当該事態に対処すること。ある

いは出航後に当該事態が生じた場合、安全な場所に停船した上で

当該事態に対処すること。 

 ・船舶所有者は、法令により設置が求められていない小型船舶で 

あっても、容易に他船の位置を把握し、又は自船の位置を知らせ

ることができる簡易型ＡＩＳを設置することが望ましい。 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

09:00:43 35-24-53.9 139-47-12.0 049.7 049 11.5 

09:02:43 35-25-08.5 139-47-33.4 050.5 050 11.2 

09:04:43 35-25-23.0 139-47-54.3 049.4 050 11.1 

09:06:44 35-25-37.4 139-48-15.2 049.5 050 11.1 

09:08:44 35-25-51.7 139-48-35.9 049.2 048 11.0 

09:10:44 35-26-06.0 139-48-56.8 049.7 050 11.0 

09:12:42 35-26-20.3 139-49-17.2 049.0 048 11.2 

09:14:42 35-26-35.0 139-49-38.5 050.4 050 11.4 

09:16:42 35-26-49.4 139-50-00.1 050.6 049 11.2 

09:17:42 35-26-56.5 139-50-10.5 049.6 048 10.8 

09:18:42 35-27-03.3 139-50-20.5 050.3 049 10.6 

09:19:42 35-27-10.2 139-50-30.7 050.9 049 10.5 

09:20:42 35-27-16.7 139-50-40.6 050.6 049 10.5 

09:21:42 35-27-23.4 139-50-50.7 052.1 049 10.5 

09:22:42 35-27-30.2 139-51-00.9 051.6 050 10.5 

09:23:43 35-27-36.7 139-51-11.0 051.6 043 10.4 

09:24:43 35-27-44.0 139-51-20.1 045.2 043 10.4 

09:25:43 35-27-51.5 139-51-29.2 045.1 044 10.5 

09:26:12 35-27-55.1 139-51-33.6 045.0 043 10.5 

09:26:43 35-27-59.0 139-51-38.3 043.4 044 10.5 

09:27:12 35-28-02.7 139-51-42.7 044.7 044 10.4 

09:27:44 35-28-06.7 139-51-47.5 044.7 044 10.4 

09:28:12 35-28-10.3 139-51-51.8 043.9 044 10.4 

09:28:44 35-28-14.2 139-51-56.4 043.3 043 10.4 

09:29:12 35-28-17.9 139-52-00.6 043.9 044 10.4 

09:29:44 35-28-21.8 139-52-05.2 044.2 043 10.4 

09:30:13 35-28-25.4 139-52-09.6 047.7 057 10.5 

09:30:44 35-28-27.9 139-52-15.3 068.1 071 10.2 

 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は

真方位である。 


